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              開会 午前10時18分 

○委員長（髙谷幸男君） ただいまから、総務生活委員会を開会いたします。 

 本日の出席は８名全員であります。 

 これより、ただいまの本会議において付託されました案件の審査を行います。 

 それでは、議案第53号 令和５年度総社市一般会計補正予算（第５号）のうち、本委員会の所管

に属する部分の審査に入ります。 

 では、当局の説明を求めます。 

 財政課長。 

○財政課長（横田優子君） それでは、議案第53号 令和５年度総社市一般会計補正予算（第５

号）につきまして御説明を申し上げます。 

 今回の補正予算につきましては、年度途中における事業の推進等により必要となりました経費を

計上するものでございます。 

 まず、第１条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億2,910万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ327億3,140万円とするものでございます。 

 本委員会の所管に属するものは歳入のみでございますので、予算書の８、９ページをお開きくだ

さい。 

 第15款国庫支出金、第２項国庫補助金、第２目総務費国庫補助金３億5,087万4,000円につきまし

ては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の令和５年度第１回配分分の額の確定に

よるものでございます。 

第19款繰入金、第１項基金繰入金、第１目財政調整基金繰入金２億2,200万円の減額は、財源調

整でございます。 

第21款諸収入、第５項雑入、第４目雑入22万6,000円の増額につきましては、予算調整でござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（髙谷幸男君） これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（髙谷幸男君） ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（髙谷幸男君） これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、本件のうち本委員会の所管に属する部分を採決いたします。 

 本件は可決すべきであると決することに御異議ありませんか。 
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              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（髙谷幸男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は可決すべきであると決定されました。 

 この際、お諮りいたします。 

 委員会審査報告書の作成並びに委員長報告につきましては、委員長に御一任願えますか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（髙谷幸男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、一任と決定いたしました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されました案件審査はすべて終了いたしました。 

 これをもって、本委員会を閉会いたします。 

              閉会 午前10時21分 

 

総社市議会委員会条例第30条第１項の規定により、ここに押印する。 

 

        総務生活委員会委員長 髙谷 幸男 

 


